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百億円でも配偶者だけなら無税 
 

 

◆配偶者の税額軽減 

 相続税では配偶者に対する税額軽減措置

があります。被相続人の配偶者が取得した相

続財産の課税価格が１億６千万円以下、又は

配偶者の法定相続分相当額以下である場合

には、配偶者に相続税はかかりません。 

 もし、相続人が配偶者のみの場合はどうなる

のでしょうか。相続人が配偶者のみの場合に

は、配偶者の法定相続分は 100％です。そう

すると、相続財産が 100 億円とか１兆円とかの

場合にも、税負担額はゼロということになりま

す。 

 

◆相続人が配偶者のみという状態 

 相続人が配偶者のみという状態は、親や子

や孫、そして兄弟姉妹や甥姪もいない被相続

人だったという場合だけでなく、他の相続人が

相続放棄をした、又は他の相続人が相続欠

格・相続廃除になった、という場合にも起き得

ることです。 

 

◆相続放棄の結果の配偶者単独相続 

 相続放棄者は、遡及的に相続人でなかった

ものと扱われ、その子供たちの代襲する権利

もないものとされます。しかし、これは民法の

扱いで、相続税法では、相続放棄は原則とし

てなかったものとして取り扱われます。従って、

相続放棄があったことの結果としての配偶者

の単独相続では、配偶者の法定相続分は

100％にはなりません。 

 

 

 

◆相続欠格・相続廃除とは 

 相続欠格・相続廃除も、相続人資格喪失事由です。

相続欠格には、被相続人または競合相続人を死亡さ

せようとしたり、被相続人に遺言書の作成や変更を詐

欺や強迫によって強制したり、妨害したり、作成済み

遺言書の偽造・変造・破棄・隠匿をした場合が該当し

ます。 

 相続廃除には、被相続人に対する虐待・侮辱及び

本人の著しい非行を原因とする家庭裁判所の廃除審

判が必要です。生前の廃除申立と遺言による廃除申

立があります。 

 

◆相続欠格・相続廃除は民法どおり 

 なお、相続欠格・相続廃除の場合には、欠格・廃除

とされた者の子供たちの代襲相続権は消滅しません。

相続欠格・相続廃除の結果は逆に、法定相続人が増

えることになる場合があります。 

 相続欠格・相続廃除の結果として配偶者の単独相

続が生じた場合には、相続税法に別段の規定がない

ので、民法通りとなり、配偶者の法定相続分は 100％

です。この場合には、税負担額はゼロということになり

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

当団体は、異なる業種の経営者が相集い、 力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    
skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


